
年度　授業計画（シラバス）

15 (1) 時間(単位)

通年

《授業科目における学習内容》

《成績評価の方法と基準》

《使用教材（教科書）及び参考図書》

《授業外における学習方法》

《履修に当たっての留意点》

各コマに
おける

授業予定

医療法
医療提供の目的・理念を再確認後、保守点検の業務委託や医療機器
安全管理責任者ならびに医療法改正について説明する。

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

医療機器の安全対策の仕組みと関連省令および再評価・報告
制度について説明できるようになる。

各コマに
おける

授業予定

医薬品医療機器等法
本法の目的と歩みを学び、規制対象や医療機器の安全対策の仕組み
と関連省令および再評価・報告制度について説明する。

2026

専門分野 授業の方法 講義

授業時数(単位数)必修

授業終了時に示す課題に取り組み、毎回の授業で前回授業内容に係わる小テストを実施するので、復習しておくこと。

期末試験：７０％
出席評価：２０％
平常評価：１０%

第
4
回

使用教材

教科書
配布プリント

授業以外での準備学習
の具体的な内容

授業終了時に示す課題
を用いて、復習してお
く。

第
5
回

第
2
回

教科書
配布プリント

授業終了時に示す課題
を用いて、復習してお
く。

第
3
回

教科書
配布プリント

授業終了時に示す課題
を用いて、復習してお
く。

内　　　容

臨床工学技士法、医師法、保健師助産師看護師法について必
要な条文を説明できるようになる。

授業を
通じての
到達目標

各コマに
おける

授業予定

教科書
配布プリント

授業終了時に示す課題
を用いて、復習してお
く。

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

保守点検の業務委託や医療機器安全管理責任者ならびに医
療法改正について説明できるようになる。

科  目  名

臨床工学技士専攻科

関係法規

科　目　区　分

配布プリントを使用する。

臨床工学技士の立場として、人・もの・場所の各側面から関連する法律に分類し、臨床工学技士法および臨床工学技士業務
指針について詳細を理解するとともに、臨床工学技士の日常業務と密接な関わりをもつ医療法・医師法・保健師助産師看護
師法・医薬品医療機器等法・製造物責任法等の概要を説明する。

学期及び曜時限

学        科

対 象 学 年

必修/選択の別

1年 教室名

臨床工学技士として、多職種連携を図る上で、最低限周知すべき主な法文や業務指針を解説する。臨床実習や資格取得後
の臨床業務を通じて、より深い理解と活用に繋げて頂きたい。

担 当 教 員 藤江　洋志
実務経験と

その関連資格

教科書
配布プリント

授業終了時に示す課題
を用いて、復習してお
く。

医療関係職種に関する法律
法規の体系を学び、臨床工学技士法、医師法、保健師助産師
看護師法について必要な条文を説明する。

授業の
方法

第
1
回

講
義
形
式

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

臨床工学技士の諸業務および業務の遂行に係る留意事項につ
いて説明できるようになる。

各コマに
おける

授業予定

臨床工学技士業務指針2010
臨床工学技士の諸業務および業務の遂行に係る留意事項を学
び、多職種連携について説明する。

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

医療提供の目的・理念について説明できるようになる。

各コマに
おける

授業予定

医療法
医療提供の目的・理念を学び、医療施設の定義やその開設お
よび高機能病院について説明する。



第
8
回

教科書
配布プリント

授業終了時に示す課題
を用いて、復習してお
く。

講
義
演
習
形
式

授業を
通じての
到達目標

本講義内容について、要点を理解した上で説明できるようにな
る。

各コマに
おける

授業予定
総合演習を実施し、本講義内容の理解度を推し量る。

教科書
配布プリント

授業終了時に示す課題
を用いて、復習してお
く。

その他の法律
無過失責任としての製造物責任法、臓器の移植に関する法律
について説明する。

授業終了時に示す課題
を用いて、復習してお
く。

第
6
回

第
7
回

使用教材
授業以外での準備学習

の具体的な内容

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

医療ガスに関する法令や規格、製造物責任法、臓器の移植に
関する法律について説明できるようになる。

各コマに
おける

授業予定

教科書
配布プリント

授業の
方法 内　　　容

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

立会い基準の詳細な内容や違反した場合の措置について説明
できるようになる。

各コマに
おける

授業予定

医療機関等における医療機器の立会いに関する基準
いわゆる立会いの背景について学び、公正取引委員会における立会
い基準の詳細な内容や違反した場合の措置について説明する。


